
令和８年度

熊本大学新庄鷹義基金修学支援奨学金

（学部学生対象）

熊本大学での修学を強く希望し、かつ、成績優秀な学生が、経済困窮を理由
に学業継続や進学を断念することがないよう経済支援を行うことを目的として
創設した熊本大学独自の給付型奨学金制度です。

対
象
者

※令和5年4月の改正により、募集対象が令和4年度入学者までとなりました。
令和8年度に応募できるのは、6年課程（医学科・薬学科）の5年次～6年次のみです。

次の(1)～(3)のすべてを満たす者とします。
ただし、外国人留学生、非正規生、申請年度に休学又は留年している者を除きます。

(1) 本学に入学（転入学、編入学又は再入学を含む。）後１年以上在学する学部学生
(2) 熊本大学学則第89条に定める懲戒（訓告、停学、退学）を受けたことがない者
(3) 学業優秀と認められる者
※受給中の他の給付型奨学金に併給不可の規定がある場合は、応募できません。
不明の場合は、問合せ先へお尋ねください。

給
付
額

５０万円／年度

前学期及び後学期に
25万円ずつ支給します。

給
付
予
定
人
数

●6年課程
医学部医学科 (5・6年次、各１名）
薬学部薬学科 (5・6年次、各１名）

※他の学部は令和7年度で終了しました。

選
考
方
法

学部内におけるグレード・ポイント・アベレージ
（GPA）その他の学業成績基準に基づき、所属学部で
選考の上、学長が決定します。ただし、選考において
家計状況等を考慮する場合があります。

毎年4～5月頃を予定
していますが、学部
によって申請期間が
異なります。
(申請書類の提出が必要です。)

原則返還は不要です。

留意事項

※１ 選考の結果、給付予定人数に満たない場合、残余数は次年度に繰り越される場合があります（医学科・薬学科のみ）

この奨学金を受給する学生（以下「奨学生」という。）は、支給期間終了時に修学成果報告書を提出する必要があり
ます。

懲戒を受けた、休学・退学・除籍した等奨学生として適当でないと判断された場合、奨学生としての資格を取り消す
ことがあります。また、奨学生の資格を取り消した者については、既に支給された奨学金の全部又は一部の返還を求
める場合があります。

申
請
期
間

【問合せ先】学生支援部 学生生活課 経済支援担当（全学教育棟1階⑥番窓口）
096-342-2169 / E-mail : gag-syogaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp

選考においては、熊本大学での学業成績が重要になります。
希望者は、優れた学業成績を修められるよう日頃から勉学に勤しんでください。

※１

◆所属学部で募集・選考を行います。
    ◆選考方法や申請期間等については所属学部の教務担当へお尋ねください。
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